
ひな形使用上の注意事項 

政令市の場合はここが○○市となる。広域事務組合の場合もある。 

県、政令市に防災計画があることが前提。防災計画は災害対策基本法（第40条）
に基づき、各地方自治体（都道府県や市町村）が定める。 

“等”により、地下水も意識している。 

協会の実情を考慮し、緊急点検だけにするか、実態調査
まで含めるかを検討する必要がある。 

“ねばならない”とはしていない。 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火そ
の他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは
爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれら
に類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。 



様式は極力シンプルにしてある。 

大災害後、資材が高騰することを考慮し、“災害発生前の適正価格”
とはしていない。 

県等の災害対策会議等に出席できることの拠りどころ。 

自動更新のため、協定締結日がいつであろうと、
一旦、翌年３月３１日で区切るのが一般的。 

緊急車両の指定、通行許可証の迅速な発行等。 



知事の場合は、所在地は省略して差し支えない。 



第２条第２項で定めた範囲と一致させる。 
（以下、同様） 

書式にとらわれない添付資料でまとめること
を推奨する。 


